
【導入】 
「私がお母さんの面倒を見ないと…」 
少女はどこか辛そうな表情で呟きます。 
 
アルコール依存症に侵された母親 
父親とはすでに離婚しており、母方の実家も遠い。 
 
周囲に、頼りにできるような大人は、一人としていません。 
 
朝から晩まで、たった一人で、家事と介護を繰り返す日々… 
遊ぶことはもちろん、学校の勉強も十分に出来ない… 
このような生活が何年も続いています。 
少女は、日本に潜在的に存在する「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもの一人でした… 
 
本弁論では、ヤングケアラーの実態を指摘し、その解決を訴えます！！！！ 
 
 
 
 
 
【現状】 
皆さんはヤングケアラーをご存知でしょうか。 
 
ヤングケアラーとは、 
「家族のケアに時間を費やすことが常態化し、生活に影響が出ている１８歳未満の子ども」

のことです。 
 
このようなヤングケアラーが身近にいるなんて、皆さんは思いもしないでしょう。 
しかし、彼らは非常に身近に存在しています。 
大阪歯科大学の調査によれば、ヤングケアラーの数は全国に最低でも16万人！ 
１クラスに１人はいる計算になります。 
 
ヤングケアラーの親たちは、複合的な問題を抱えています。 
精神疾患や依存症といった病気を抱えている場合。 
 
母子家庭や父子家庭といったひとり親家庭である場合。 
また、その両方の場合など、ヤングケアラーは複雑な家庭環境にあるのです。 
そのため、大人からの助けが得られず、子どもたちが家族のケアせざるを得ないのです。 
 
 
そんな子どもたちが行うケアは、看病だけでなく、食事、洗濯、掃除に至るまで、非常に多

岐にわたっています。 
このケアに費やす時間は、なんと1日平均5時間半。 
 
学校に行っている時間が８時間。 
睡眠や食事、お風呂などで１０時間程度使っているとすると、 



1日に残る時間は６時間。 
そのほとんどを家族のケアに使っていることになります。 
 
 
その結果、子ども達の生活に悪影響が出てしまっています。 
 
毎日のケアの負担によって、学校に通えてなかったり、休みがちになったりする子どもは約

３割。 
 
たとえ学校に通えていたとしても、約3割の子どもたちは 
「部活動に参加できない、遅刻が多い、授業に集中できない」 
など、学校生活に支障が出てしまっています。 
 
このような子ども達が存在する一方で、ケアの負担を取り除く制度自体は、存在していま

す。 
 
たとえば、ホームヘルパー制度、訪問看護などの公的なサービスなどが挙げられます。 
 
これらの制度を利用することで、身体的・精神的なケアから、掃除や食事などの家事まで、

負担を取り除くことができます。 
 
しかし、これらの制度はヤングケアラーの家庭は利用ができていません。 
実際に、ヤングケアラーのうち、これらの制度を利用できているのはわずか5％にとどまっ
ています。 
 
ではなぜこのような支援が利用できないのでしょうか？ 
それは、ヤングケアラーの家族が、 
「子どもにケアをさせていることに対して、問題意識が欠如していること」 
があげられます。 
実際に、７割以上の自治体が、 
「ヤングケアラーの家庭は、子どもが家族のケアをしていることに対する問題意識がない」

ことを指摘しています。 
 
このような理由から、ヤングケアラ―の親たちは、公的サービスを利用することが出来てい
ないのです。 
 
そこで、子ども達へアプローチをかける必要があります。 
子どもへのアプローチとして、「学校」が挙げられます。 
現在、学校では、スクールソーシャルワーカーという専門家を活用しています。 
 
スクールソーシャルワーカーとは、学校に配置される、児童福祉の専門家です。 
 
現在、家庭状況に問題のある子どもに対しては、スクールソーシャルワーカーを使って、 
適切な支援につなげる方法がとられています。 
 



具体的には、まず学校側が家庭状況に問題があり、支援が必要な児童を見つけた場合、ス

クールソーシャルワーカーに連絡します。 
 
その後、家庭状況に応じてケアプランを作成し、 
ホームヘルパーや訪問看護といった福祉サービスにつなげるのです。 
 
このスクールソーシャルワーカーを利用することは、 
非常に効果があります。 
実際に、長崎県のスクールソーシャルワーカーの活用事例によれば、 
9割以上の子どもたちが、 
公的支援を得ることができるようになり、家庭内の状況が改善されています。 
 
このように、ヤングケアラーは学校が存在を把握し、 
スクールソーシャルワーカーが 
適切な支援に繋げることで、問題解決が成されるのです。 
 
しかし、スクールソーシャルワーカーが必ずしもうまく機能しているとは言えません。 
それは、ヤングケアラーの存在自体を学校側が把握できていないからです。 
そのため、スクールソーシャルワーカーは十分に支援制度につなげることが出来ていないの

です。 
 
ではなぜ、学校側はヤングケアラーを把握できないのでしょうか。 
それは、子ども自身が「自分はヤングケアラーである」と認識しておらず、 
誰にも相談できていないからです。 
 
実際に、家族のケアの負担によって学校に通えなくなり、自治体に保護された児童のうち、

9割の子どもは自身が「ヤングケアラー」であることを認識していませんでした。 
 
以上をまとめると、ヤングケアラーの負担を軽減する手段はあるものの、学校が彼らの存在

を把握しきれていないために、彼らはケアをし続けるのです。 
 
 
 
 
 
 
 
【問題点】 
社会に出てない子どもは、家庭の影響を非常に受けやすい存在です。 
 
「家族が、障害を持っている」 
「突然、家族が病気になってしまった」 
 
こうした状況にある家族を、子ども達は、どのように受け入れるでしょうか。 
 
どれだけケアの負担が重くても…どれだけ辛くても… 



それを「当たり前」だとして、受け入れてしまうのです。 
 
その結果、自らの時間を必要以上に、家族のケアに費やしてしまうのです。 
 
一方で、子どもという時期は、勉強や部活動などの学校生活、友達との関わりなど、様々な

経験を積みます。 
そして、大人になってこの時間を振り返ってみれば、 
子ども時代の何気ない経験が、今後の将来を大きく左右するのではないでしょうか。 
 
しかし、ヤングケアラーは、小さな体で大きな負担を、たった一人で抱え込んでいます。 
子供時代の貴重な時間を、 
自分の将来へと経験を積む大切な時間を、 
「ケアをする」ことしかできないのです。 
この状況に置かれている子どもたちを、放置して良いわけがありません！ 
 
 
 
 
【理念】 
私の理想。 
それは、子どもというかけがえのない時間を、自らのために使える社会の実現です。 
そのためには、ヤングケアラーを把握して、適切な支援につなげる必要があります。 
 
家の中でずっと「家族のために」ケアをしてきた子ども達。 
適切な支援を届けることで、「自分のための」人生を踏み出すことが出来るように。 
そして、自分の人生を歩んだ彼らは、様々な経験を糧に社会で活躍できるようになるので

す！！！ 
 
 
（間） 
 
【方向性】 
それではどのような取り組みが有効なのでしょうか。 
ここで、ヤングケアラーの対応における先進国、イギリスの例をご紹介します。 
イギリスではまず、ヤングケアラーという問題の認知度を、高める取り組みを実施していま

す。 
この取り組みを通して、ヤングケアラー自身の自覚や、教員・生徒など周囲の人々の認知度

が非常に高まりました。 
ヤングケアラーの問題が社会的に認識されたことで、周囲からの理解が進むようになったの

です。 
 
つまり、ヤングケアラーたちを支援に繋げるためには、 
まず、ヤングケアラーの社会的な認知度を高める必要があります。 
その上で、彼らの状況を正確に把握する必要があります。 
 
 



【プラン】 
ここで私は２点のプランを提案します。 
 
１点目は、生徒、教員へのヤングケアラーの認知プログラムの実施です。 
具体的にご説明します。 
まず、教員に対して研修を行います。 
この研修の内容は、ヤングケアラーの生活やその実態、それによる学業への支障などを紹介

します。 
そしてこの知識をもとにして生徒に授業を行います。 
このプログラムにより、教師や生徒へヤングケアラーの存在を認知させ、彼らへの理解度を

高めることができるのです。 
 
2点目はヤングケアラー把握のためのアンケートの実施です。 
具体的には、家族の状態、親戚や兄弟の有無といった家庭内の事情。 
加えて、勉強や学校生活への影響の程度などを尋ねます。 
実際に、同様のアンケートを行ったイギリスやアメリカのフロリダ州では、9割以上のヤン
グケアラーの把握に成功しています。 
これにより、現在行えていないヤングケアラーの把握が出来ます。 
そうすることで、先ほど述べたスクールソーシャルワーカーを活用して、専門的な支援に接

続できるのです。  
 
 
 
 
【締め】 
日本ではまだ「ヤングケアラー」の子ども達は、広く知られていません。 
少しでも、このような子ども達の存在が知られ、手助けを受けられる世の中になってほし

い。 
自分の人生は一度きり。 
その一度きりの人生を、ケアに費やしてしまっている子ども達がいる。 
私はこのことを皆さんに知ってほしい！ 
人知れず、ケアを頑張り続けている子ども達。 
そんな、ヤングケアラーたちの負担が減り、彼らが「自分の人生」を歩めることを願って、 
本弁論を終了させていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 


